
（５）障害者虐待防止対策の推進

　障害者の尊厳の保持のため障害者に対する
虐待を防止することは極めて重要であること
から、「障害者虐待の防止、障害者の養護者
に対する支援等に関する法律」が平成24年10
月から施行されている。（法律の概要につい
ては図表５-10）
　厚生労働省においては、障害者虐待の防止
に向けた取組として、地域生活支援事業にお
いて、地域における関係機関等の協力体制の
整備・充実を図るとともに、過去に虐待のあっ
た障害のある人の家庭訪問、障害者虐待防止
に関する研修、虐待事例の分析を行う都道府
県や市町村を支援している。
　さらに、障害のある人の虐待防止・権利擁
護や強度行動障害のある人に対する支援のあ
り方に関して、各都道府県で指導的役割を担
う者を養成するための研修を実施している。

（６）障害者団体や本人活動の支援

　行政施策に障害当事者の意見が反映される
ようにするため、「障害者政策委員会」等にお
いて障害当事者を委員とするとともに、知的
障害のある人が障害者差別解消法の内容を理
解しやすくするため、「障害者差別解消法が
できました（わかりやすい版）」を作成し、内
閣府ホームページ掲載しているところである。
　また、「障害者総合支援法」に基づく地域
生活支援事業において、障害者等やその家族、
地域住民等が自発的に行う活動に対する支援
を行う「自発的活動支援事業」を実施している。

２．在宅サービス等の充実

（１）在宅サービスの充実

　障害のある人が地域で普通に暮らしていく
ためには、在宅で必要な支援を受けられるこ

■図表５-10

資料： 厚生労働省
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とが前提となる。このため、「障害者総合支
援法」においては、利用者の実態に応じた支
援を行う観点から、利用者像やサービスの提
供形態に応じ、居宅介護、重度訪問介護、同
行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援
を実施している。
居宅介護…入浴等の介護や調理等の家事の援
助等を短時間集中的に行うサービス
重度訪問介護…常時介護を要する身体に重度
の障害のある人、知的障害若しくは精神障害
により、行動上著しい困難を有する障害のあ
る人に対し、入浴等の介護や調理等の家事の
援助等のほか、日常生活に生じる様々な介護
の事態に対応するための見守り等の支援や外
出時における移動中の介護を、長時間行う
サービス
同行援護…重度の視覚障害のある人に対し、
外出時において同行し、移動に必要な情報を
提供するほか、移動に必要な支援等を行う
サービス
行動援護…知的障害又は精神障害により行動
上著しい困難を有する障害のある人に対し、
居宅内や外出時における危険を伴う行動を予
防又は回避するために必要な支援等を行う
サービス
重度障害者等包括支援…著しく重度の障害の
ある人の様々なニーズに応えて、円滑にサー
ビス利用が可能となるよう、利用者のその
時々の心身の状態等に応じて必要となる複数
の障害福祉サービスを組み合わせて、包括的
に提供するサービス
　これらのサービスに加え、自宅で介護する
人が病気の場合などに、短時間、夜間も含め
て施設において入浴等の介護を行うサービス
である短期入所も行っている。

（２）住居の確保

ア　福祉施策における住居の確保支援
　障害のある人が地域で安心して暮らすこと

ができるよう、単身での生活が困難な障害の
ある人が共同して自立した生活を営む場とし
て、共同生活援助（グループホーム）を位置
づけているところである。グループホームで
は、金銭管理や相談等の支援、また、必要な
人に対しては食事や入浴等の介護を行うこと
としている。その利用者については、それま
で知的障害のある人や精神障害のある人とし
てきたところであるが、平成21年10月からは
身体障害のある人も利用することができるこ
ととした。
　地域生活支援事業における相談支援事業に
住宅入居等支援事業（居住サポート事業）を
位置づけ、公的賃貸住宅及び民間賃貸住宅へ
の入居を希望する障害のある人に対して、不
動産業者に対する物件のあっせん依頼及び家
主等との入居契約手続等といった入居支援
や、居住後のサポート体制の調整をしている。
また、障害のある人が地域の中で生活するこ
とができるように、低額な料金で居室などを
利用する福祉ホーム事業を実施している。
　なお、従来は、介護が必要な人が利用する
ケアホームと介護は必要ない人が利用するグ
ループホームに分かれていたが、今後、障害
者の高齢化・重度化が進展し、介護が必要な
障害者のグループホームの新規入居や、グ
ループホーム入居後に介護が必要となるケー
スが増加することが見込まれることから、平
成26年度の「障害者総合支援法」の施行によ
り、ケアホームをグループホームに一元化し、
グループホームとして介護を提供する「介護
サービス包括型」と外部の受託居宅介護サー
ビス事業者を活用した「外部サービス利用型」
の２類型とした。また、一定条件下で一般の
アパート等の一室を活用する「サテライト型
住居」の創設等によってより柔軟なサービス
提供を可能とした。
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